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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
七
十
三
号

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
証
明
に
関
す
る
手
続
き
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
に
関
す
る
手
続
き
を
定
め
る

告
示

（
証
明
の
申
請
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
明

に
係
る
申
請
は
、
当
該
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し

て
、
証
明
申
請
書
（
別
記
様
式
に
よ
る
。
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
証
明
申
請
書
の
記
載
事
項
の
確
認
に
際
し
て
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
証
明
書
の
交
付
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
証
明
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
明
申
請
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
船
舶
を
定
め
る
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告
示
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
七
十
二
号
）
の
表
の
各
項
に
掲
げ
る
船
舶
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
証
明
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
証
明
書
と
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

 

（別記様式） 

 

地方税法施行規則附則第６条第 30 項の証明申請書 

 

                                                 年  月  日 

 

国土交通大臣 殿 

 

                                       住 所 

                                     氏名又は名称 

                  代表者の氏名 

 

 地方税法施行規則附則第６条第 30 項の規定に基づき、環境への負荷の低減、航行

の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に関す

る基準に適合する特定船舶である旨について証明を願います。 

 

                                              年  月  日現在  

船  名  

船 種  

所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所  

特 定 船 舶 導 入 計 画 の 番 号  

基準の種類（※） 

地方税法施行規則附則第６条第30項に規定す

る船舶を定める告示（令和３年国土交通省告

示第1172号。以下「船舶告示」という。）の表

の１の項に掲げる船舶 

 

船舶告示の表の２の項に掲げる船舶  

船舶告示の表の３の項に掲げる船舶  

（※）適合する基準に「有」を記載願います。 

 

                       番        号 

                         年  月  日 

 

     申請のとおり認められたことを証明する。 

 

 

                    国土交通大臣         印 

 


